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天海さんの障害福祉サービスを打ち切った 

千葉市に対して公正な判決を求める団体要望 

～年齢等による障害者差別を是正するために～ 
 

私たちは千葉地裁の原告 天海 正克さん（71 歳）の事件において裁判所が原告の声に耳を傾け、適切
な審理の上、判決を下されることを切に望みます。 
天海さんが 65 歳になった時、介護保険に申請をしなかったとしたとして、千葉市は障害者福祉サー

ビスの支給を打ち切りました。2015 年当時、住民税非課税の障害者の場合、障害福祉は利用料無料なの
に対し、介護保険サービスを利用すると必ず 1割の利用料を負担しなければなりませんでした。しかし、
障害者に対する就労保障や所得保障は不十分であり、健常者と同じように老後の資産形成（貯蓄）を行
うことは困難です。こうした中で、負担が求められれば、障害者は生活費を削るか、必要でもあっても
サービスの受給抑制をしなければならなくなります。 
そもそも、障害者が 65 歳になっても、身体の状態や生活環境等に変化はありません。また、天海さ

んは介護保険制度への移行を望んでいませんでした。厚生労働省もこうした場合、勧奨の継続を求めて
います。しかし、千葉市は天海さんの意思や生命の危機を顧みることなく、支援を打ち切りました。同
様の対応をした自治体は岡山市のみであり、同市は 2018 年 浅田訴訟に敗訴しています。 
また、障害者に認められる障害福祉サービスの給付量は生活を維持するうえで最低限の量に過ぎませ

ん。障害者が介護保険に移行した場合であって、サービス支給時間が障害福祉利用時より減少した場合、
障害福祉サービスの上乗せを認めているのもこうした理由からであり、支給量が減った場合、障害者は
当たり前の生活を維持できなくなります。 
千葉市は、行政の意向に従わないという理由で、天海さんの生存権を脅かし、個人の尊厳を大きく傷

つけました。こうした対応は、年齢等による障害者差別であり、市民の生活を守る自治体の責務に反す
ると言わざるを得ません。貴裁判所におかれましては、証拠と事実を慎重にご検討いただくとともに、
以下の要望も考慮の上、判決を下さるよう、重ねてお願い申し上げます。 
 

【要望項目】 

１．浅田訴訟の先例にならい、介護保険制度に申請しないことを事由に障害福祉サービス
を打ち切ることを承認しないで下さい。  

２．障害福祉サービスは障害者が日常生活を送るために必要最低限の支援を給付するもの
です。判決にあたって、この給付の削減がされた場合、障害者は最低限の生活を維持す
ることが困難になるという実態を十分に踏まえてください。 
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